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ⅩⅩ  医医療療相相談談ののごご案案内内  

安心して療養生活を送っていただくために、医療相談員に以下のような

ことでご相談いただけます。 

１． 社会福祉制度、医療制度でわからないこと。 

（身体障害者手帳、介護保険制度、障害年金など） 

２． 家庭での介護に不安がある。疲れている。 

３． 医療費の支払いや生活費に困っている。 

４． 社会復帰（復職など）について心配している。 

相談料はかかりません。看護師を通じてもご相談いただけます。 


